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施 大 事 項 地球温暖化対策に対する取組み

策 中 事 項 環境負荷の小さい交通体系の構築 交通環境部

名 小 事 項 物流の効率化等

[低炭素型物流の推進]

ａ）モーダルシフト等推進事業の活用

平成２３年度、創設された「モーダルシフト等推進事業」（補助事業）を活用

し、物流に係る関係者によって構成される協議会が行うモーダルシフト等推進事業

計画に基づく事業を支援することにより、二酸化炭素排出原単位の小さい輸送手段

への転換を図るモーダルシフトを推進するとともに、温室効果ガスの排出削減によ

る地球温暖化の防止並びに低炭素型の物流体系の構築を図る。

２６

年

度

の

計

画

２６年度におい

ては、次世代型

モーダルシフト

案件を優先的に

採択されること

になっている。

①、②どちらの

ケースもグルー

プ外企業との組

み合わせを条件

とする。

平成26年度 モーダルシフト等推進事業

荷主企業及び物流事業者等物流に係る関係者によって構成される協議会が行うモーダルシフト等推進事業計画に基づく事
業に要する経費の一部を補助することにより、CO２排出原単位の小さい輸送手段への転換を図るモーダルシフト等を推進し、温
室効果ガスの削減による地球温暖化の防止及び低炭素型の物流体系の構築を図る。

モーダルシフト等推進事業計画

他

協議会

物流事業者荷主企業

荷主企業及び物流事業者等物流に係る関

係者で構成される協議会が、モーダルシフト
等推進事業計画（輸送量･期間、CO２排出削
減量等を記載）を策定

有識者による評価結果を踏まえ補助対象
事業者（協議会）を認定し、運行経費を補助

（最大1／2）

＜目的＞モーダルシフト推進のための新規顧客開拓

・これによりモーダルシフトに対する不安を解消

⇒モーダルシフトの推進

＜目標＞モーダルシフト推進によるCO２排出量削減
目標値（平成26年度）（暫定）
鉄道コンテナ輸送量：38億ﾄﾝｷﾛ増送（平成12年度比）
海上輸送量（雑貨量）：333億ﾄﾝｷﾛ

＊モーダルシフト等推進事業には、幹線輸送における輸送ルートの集約化を含む。

荷主のモーダルシフトに対する不安

・出荷ロット・荷役設備の変更等に伴う費用

・輸送品質（振動、荷痛み等）

目的・目標

国の支援

協議会が、モーダルシフト

等推進事業計画に基づく事

業を実施

150

【単位：Ｇ－ＣＯ２／ﾄﾝｷﾛ】
■ 輸送機関別ＣＯ２排出量原単位（平成24年度）
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次世代型モーダルシフト①
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モーダルシフト

次世代型モーダルシフトとして想定される事例（以下の例はイメージ）。平成26年度においては次世代型
モーダルシフトを優先的に採択する。

単独荷主による鉄道輸送のた
め、低積載の可能性あり

荷量が少なく、トラック輸送のまま

コンテナの空いていたス
ペースに企業Bの荷量を積
載することで、物流効率向
上（CO２,物流費等）。

次世代型モーダルシフト②

現状
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空

モーダルシフト

納品後は空荷

納品

企業B 仕入先

仕入先

空でX地区に帰っていたコ
ンテナに企業Bの荷量を積
載することで、物流効率向
上（CO２,物流費等）。

駅

帰り荷確保

①複数企業による混載×モーダルシフト

仕入先

②帰り荷の確保×モーダルシフト

※上記次世代型モーダルシフトを優先的に採択するが、従来のモーダルシフト案件も公募対象とする。

平成26年度 モーダルシフト等推進事業（次世代型モーダルシフト例）

仕入先

トラック輸送のまま

コンテナ
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ｂ）物流総合効率化法の活用

平成１７年７月に施行された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律

」（物流総合効率化法）の活用により、高速道路ＩＣ周辺、臨港地区、鉄道貨物駅

２６ 周辺等に輸配送の効率化、３ＰＬの推進、環境負荷低減に資するとともに、災害に

年 強い物流施設の立地を促進する。

度

の

計

画

【計画】

a）モーダルシフト等推進事業の活用

平成２３年度、創設された「モーダルシフト等推進事業」（補助事業）を活用

し、物流に係る関係者によって構成される協議会が行うモーダルシフト等推進事業

計画に基づく事業を支援することにより、二酸化炭素排出原単位の小さい輸送手段

への転換を図るモーダルシフトを推進するとともに、温室効果ガスの排出削減によ

る地球温暖化の防止並びに低炭素型の物流体系の構築を図る。

２５ b）物流拠点の整備

年 平成１７年度に施行された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」

度 により、環境に配慮した物流拠点施設については、税制特例、立地規制に関する配

の 慮等の支援措置を活用して、物流総合効率化計画を促進し、ＣＯ２排出量の削減を

計 図る。

画

と 【評価】

評 a）モーダルシフト等推進事業の活用

価 平成２５年度において、九州では２件（全国１６件）に対し補助金が交付され（

た。

達 今後も、二酸化炭素排出原単位の小さい輸送手段への転換を図るモーダルシフト

成 を推進するとともに温室効果ガスの排出削減による地球温暖化の防止並びに低炭素

度 型の物流体系の構築に向けた取組みを支援する必要がある。）

b）物流総合効率化法の活用

平成２５年度において、｢物流総合効率化計画｣を九州では２件（全国３４件）を

認定した。

モーダルシフト 拠点集約、共同配送による効率化 トラック輸送効率化

計画作成 認定
輸送・保管・荷さばき・流通加工を総合的に実施すること
物流拠点を集約し、高速自動車国道・港湾・空港等の近傍へ立地すること
共同輸配送等による配送ネットワークを合理化すること 等

事業許可の一括取得

倉庫業・貨物自動車運送事業・貨物利用運

送事業の許可等のみなし

物流拠点施設に関する税制特例

法人税・固定資産税等の特例（営業倉庫等）

立地規制に関する配慮

市街化調整区域における施設整備のための

開発許可についての配慮

※なお、各地方自治体の担当部局との十分な事前

調整が大切です。

政策金融

中小企業金融公庫等による低利融資等

資金面等の支援

中小企業信用保険の保険限度額の拡充 等

物流事業の総合的実施の促進 社会資本と連携した物流拠点施設の整備 中小企業者等に対する支援

※ただし、許可、登録等の審査に必要な書類は、
総合効率化計画の認定申請と同時に提出する必
要があります。

◆法律の仕組みについて

計画作成 認定
輸送・保管・荷さばき・流通加工を総合的に実施すること
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共同輸配送等による配送ネットワークを合理化すること 等

事業許可の一括取得

倉庫業・貨物自動車運送事業・貨物利用運

送事業の許可等のみなし

物流拠点施設に関する税制特例

法人税・固定資産税等の特例（営業倉庫等）

立地規制に関する配慮

市街化調整区域における施設整備のための
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※なお、各地方自治体の担当部局との十分な事前
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物流事業の総合的実施の促進 社会資本と連携した物流拠点施設の整備 中小企業者等に対する支援

※ただし、許可、登録等の審査に必要な書類は、
総合効率化計画の認定申請と同時に提出する必
要があります。

◆法律の仕組みについて


